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1．これまでの経緯

• 令和3年度と令和4年度に鳥取市バリアフリーマスタープランの策定に向け協議会を4回開催し、令和5年3
月に鳥取市バリアフリーマスタープラン（移動等円滑化促進方針）を策定。

・基本構想策定地区（優先策定地区）について
・対象とする生活関連施設について

第１回協議会（R3.11.26）
●マスタープラン及び基本構想の概要について

第２回協議会（R4.2.16～18）（書面開催）
●市民アンケート調査結果の報告
●鳥取市バリアフリーマスタープラン（中間案）について

第３回協議会（R4.10.31）
●鳥取市バリアフリーマスタープラン（素案）について

※パブリックコメント【R4.11.14～R4.12.13】

R3～4
年度

R5年度

・生活関連施設・経路及び重点整備地区に関する協議
・特定事業（案）の協議

第５回協議会
【R5.11.30】

R6年度

第４回協議会（R5.2.2）
●鳥取市バリアフリーマスタープラン（最終案）の確認

第６回協議会
【R6.2月予定 】

●基本構想の策定



1．これまでの経緯（鳥取市バリアフリーマスタープラン）

• 鳥取市バリアフリーマスタープランでは、バリアフリー化の基本方針を定め、面的・一体的なバリアフリー化を促
進していく地区（移動等円滑化促進地区）として14地区を設定。

• 旅客施設、官公庁、郵便局、病院、文化施設、商業施設や公園等の多様な来訪者が多い施設を生活
関連施設として位置づけ、生活関連施設に訪れる人の利用頻度が高い経路を生活関連経路として設定。

■移動等円滑化促進地区（14地区）の設定 ■生活関連施設・生活関連経路

例）⑩鳥取大学前駅・湖山駅周辺地区

生活関連経路
出典：鳥取市バリアフリーマスタープラン（R5.3）

移動等円滑化促進地区

出典：鳥取市バリアフリーマスタープラン（R5.3）

旅客施設

官公庁等

教育・文化施設等

病院

総合福祉施設、老人・障害者福祉施設

商業施設

【参考】コンビニエンスストア

宿泊施設

公園

体育館・武道館その他運動施設

その他の施設

凡　　例

①鳥取駅・城跡周辺地区

②気高町総合支所・
浜村駅周辺地区

③鹿野町総合支所周辺地区

⑤福部町総合支所・
福部駅周辺地区

⑥国府町総合支所周辺地区

④青谷町総合支所・
青谷駅周辺地区

⑦河原町総合支所周辺地区

⑧用瀬町総合支所・
用瀬駅周辺地区⑨佐治町総合支所周辺地区

⑩鳥取大学前駅・
湖山駅周辺地区

⑪末恒駅周辺地区

⑫宝木駅周辺地区

⑬津ノ井駅周辺地区

⑭若葉台地区



2．バリアフリー基本構想の概要

• バリアフリー基本構想はマスタープランで設定した移動等円滑化促進地区について、旅客施設を中心とした
地区や、高齢者、障がい者等が利用する施設が集まった地区を「重点整備地区」と位置付けて、公共交
通機関・建築物・道路・路外駐車場・都市公園・信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進す
るために作成する。

• 特に特定事業については、着手予定時期、実施予定期間など具体的な目標を設定する。

■バリアフリー基本構想の位置づけ ■バリアフリー基本構想に明示すべき事項

■重点整備地区の設定







出典：移動円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドラインの改定について（国土交通省）



2．バリアフリー基本構想の概要

• 「特定事業」とは、バリアフリー法第2条で定める6つのハード整備に関する事業と、令和2年5月のバリアフリー
法改正により創設されたソフト対策に関する事業のことを指す。

• バリアフリー基本構想で特定事業を定めた場合、特定事業計画の作成とこれに基づく事業実施の義務が課
せられる。

■基本構想に位置づけられる特定事業

6つのハード整備に
関する事業

ソフト対策に関する
事業

出典：移動円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドラインの改定について（国土交通省）



(※)４つの評価指標すべてを満たす場合はA評価、３つを満たす場合はB評価、２つを満たす場合はC評価、１つ以下の場合はD評価で表記

評価の視点 評価指標

促進地区の候補地

①市役所
（本庁舎・駅南庁舎）・
鳥取駅周辺地区

②気高支所・
浜村駅周辺地区

③鹿野支所
周辺地区

④青谷支所・
青谷駅周辺地区

⑤福部支所・
福部駅周辺地区

⑥国府支所
周辺地区

⑦河原支所
周辺地区

Ⅰ.人口
の集積度
が高い

●DID区域内
または人口密度
40人/㏊以上
であるか

DID区域内
38.4人/㏊ ○

DID区域外
15.7人/㏊ ×

DID区域外
10.5人/㏊ ×

DID区域外
11.6人/㏊ ×

DID区域外
3.7人/㏊ ×

DID区域内
38.1人/㏊ ○

DID区域外
7.2人/㏊ ×

Ⅱ.公共交通
の利便性
が高い

●1日平均乗
降客数が
3,000人以上
の鉄道駅があ
るか

あり
(10,370人/日) ○

なし
(928人/日) ×

なし
(鉄道駅なし) ×

なし
(976人/日) ×

なし
(150人/日) ×

なし
(鉄道駅なし) ×

なし
(鉄道駅なし) ×

●ピーク時運
行本数が片道
3本/h以のバス
停があるか

あり
(12箇所) ○ なし ×

あり
(4箇所) ○

あり
(5箇所) ○ なし ×

あり
(3箇所) ○

あり
(3箇所) ○

Ⅲ.都市機能
の集積度
が高い

●3種類以上
の都市機能が
あるか

あり
(9機能/9機能中) ○

あり
(6機能/9機能中) ○

あり
(8機能/9機能中) ○

あり
(8機能/9機能中) ○

あり
(5機能/9機能中) ○

あり
(7機能/9機能中) ○

あり
(8機能/9機能中) ○

総合評価（※） Ａ Ｄ Ｃ Ｃ Ｄ Ｂ Ｃ

• 移動等円滑化促進地区に位置づけた14地区のうち、優先的にバリアフリーを推進する地区を選定するため、
「人口の集積度」、「公共交通の利便性」、「都市機能の集積度」の3つの評価視点に基づき比較を行った。

• 「鳥取駅・城跡周辺地区」は、３つの視点での総合評価Ａであること、また交通バリアフリー基本構想（平
成14年策定）に基づきバリアフリー化を進めており、バリアフリー新法に基づいた更新が望まれることから抽
出する。

3．バリアフリー基本構想の策定地区の選定

移動等円滑化促進地区の比較（①～⑦） :バリアフリー基本構想策定地区の選定案

資料：第2回鳥取市移動円滑化協議会（令和4年2月）



(※)４つの評価指標すべてを満たす場合はA評価、３つを満たす場合はB評価、２つを満たす場合はC評価、１つ以下の場合はD評価で表記

評価の視点 評価指標

促進地区の候補地

⑧用瀬支所・用
瀬駅周辺地区

⑨佐治支所
周辺地区

⑩鳥取大学前駅
周辺地区

⑪末恒駅
周辺地区

⑫宝木駅
周辺地区

⑬津ノ井駅
周辺地区

⑭若葉台
周辺地区

Ⅰ.人口
の集積度
が高い

●DID区域内
または人口密
度40人/㏊以
上であるか

DID区域外
7.8人/㏊ ×

DID区域外
0.7人/㏊ ×

DID区域内
53.1人/㏊ ○

DID区域外
28.2人/㏊ ×

DID区域外
7.0人/㏊ ×

DID区域外
31.6人/㏊ ×

DID区域外
26.7人/㏊ ×

Ⅱ.公共交通
の利便性
が高い

●1日平均乗
降客数が
3,000人以上
の鉄道駅があ
るか

なし
(166人/日) ×

なし
(鉄道駅なし) ×

あり
(3,858人/日) ○

なし
(972人/日) ×

なし
(298人/日) ×

なし
(1,156人/日) ×

なし
(鉄道駅なし) ×

●ピーク時運
行本数が片道
3本/h以のバス
停があるか

あり
(2箇所) ○ なし ×

あり
(4箇所) ○

あり
(1箇所) ○ なし ×

あり
(2箇所) ○

あり
(1箇所) ○

Ⅲ.都市機能
の集積度
が高い

●3種類以上
の都市機能が
あるか

あり
(8機能/9機能中) ○

あり
(6機能/9機能中) ○

あり
(7機能/9機能中) ○

あり
(7機能/9機能中) ○

あり
(4機能/9機能中) ○

あり
(7機能/9機能中) ○

あり
(6機能/9機能中) ○

総合評価（※） Ｃ Ｄ Ａ Ｃ Ｄ Ｃ Ｃ

3．バリアフリー基本構想の策定地区の選定

移動等円滑化促進地区の比較（ ⑧～⑭）:バリアフリー基本構想策定地区の選定案

• 「鳥取大学前駅・湖山駅周辺地区」も総合評価Ａであることから、２地区目として選定。
• 残りの地区についても、2地区の基本構想を策定後、順次、進めていく。

資料：第2回鳥取市移動円滑化協議会（令和4年2月）



4．バリアフリー基本構想の重点整備地区の設定の考え方

• バリアフリー基本構想で設定する重点整備地区とは、鳥取市バリアフリーマスタープランで位置づけた移動等
円滑化促進地区のうち、旅客施設・建築物・道路・都市公園・歩行者用信号機等について重点的かつ一
体的なバリアフリー化を推進する地区のことである。

• 重点整備地区内の生活関連経路は原則として全て特定道路として指定され、基準等の適合に必要な措
置を講ずる努力義務が生じるため、地域の実情に応じて設定することが重要である。

■重点整備地区の要件
①生活関連施設があり、かつ、それらの間の移動が通常徒歩で行
われる地区

②生活関連施設及び生活関連経路についてバリアフリー化事業が
特に必要な地区

③バリアフリー化の事業を重点的・一体的に行うことが、総合的な都
市機能の増進を図るうえで有効かつ適切な地区

④境界の設定等

■重点整備地区設定の考え方

■重点整備地区のイメージ図

出典：移動円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドラインの改定について（国土交通省）

＜促進地区一体型＞ ＜主要施設抽出型＞ ＜主要施設群抽出型＞

（１）重点整備地区の設定

出典：千葉市地区別バリアフリー基本構想（JR/京成稲毛地区）



5．生活関連施設の選定方針



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



6．生活関連施設の選定案（鳥取駅・城跡周辺地区）



７．生活関連施設の選定案（鳥取大学前駅・湖山駅周辺地区）



７．生活関連施設の選定案（鳥取大学前駅・湖山駅周辺地区）



７．生活関連施設の選定案（鳥取大学前駅・湖山駅周辺地区）



８．基本構想重点整備地区（案）



８．基本構想重点整備地区（案）


